	件名
	左京東部いきいき市民活動センター等解体に伴う家屋事前調査業務

	契約期間
	契約日から令和８年６月３０日まで

	契約条件
	１　履行場所
　　名称：錦林保育園
住所：京都市左京区鹿ケ谷高岸町３－８

２　調査対象範囲
　　内外部調査

３　実施調査事項
　　受注者は別表の項目によって実施調査をするものとする。

４　提出書類
　　受注者は提出書類として家屋ごとの図面、損傷調査一覧表、記録写真集等の必要書類を家屋調査報告書として正本１部、副本１部を作成し、提出すること。

５　所有者の同意を得られない等の履行できない事由が発生した場合は、協議のうえ、一部減の変更契約又は契約解除する。




